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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不織布マスクを装着する使用者の目元を保護するシールドであって、
　前記シールドの下縁部側に形成され、前記不織布マスクに重ね合わせられると共に、前
記不織布マスクに取り付けられる取付部と、
　前記シールドの上縁部側に形成され、前記使用者の目元を保護可能な目元保護部と、を
備え、
　前記取付部には、前記不織布マスクに着脱可能に固定される連結部が前記不織布マスク
の幅方向に亘って帯状に形成され、前記連結部は、係合用素子を有する機械的係合手段に
よって構成され、
　前記係合用素子は、９００～２４００本／Ｉｎｃｈ２の密度で立設され、前記係合用素
子の高さが０．２５～０．７５ｍｍである、シールド。
【請求項２】
　前記下縁部には、前記不織布マスクにおいて鼻を覆う部分と対応する位置に、切欠部が
形成されている、請求項１に記載のシールド。
【請求項３】
　前記連結部は、少なくとも前記不織布マスクの幅方向における両端部分に対応する位置
に形成される、請求項１又は２に記載のシールド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明の一形態は、マスクのシールド及び目元保護方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、マスクを装着した使用者の目元を保護するためのものとして、シールドが設けら
れたシールド付きマスクが知られている。例えば下記特許文献１には、シールドの下縁部
付近の領域とマスクの上縁部付近の領域とが重ね合わせられ、シールドをマスクの表面に
溶着や接着で固定したシールド付きマスクが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平２－１７２４６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、血液、体液、他の液体の飛散、飛沫感染から医療従事者と患者を保護するために
目元を保護する保護具を着用することが医療業界において認識されている。ここで、上述
のようなシールド付きマスクは、シールドとマスクとが固定されているものであるため、
目元の保護が必要な作業を行う場面では、使用者は既に装着しているマスクを取り外して
シールド付きマスクを装着する必要があった。また、一般的に、シールド付きマスクは通
常のマスクに比して面積が大きいため、より保管及び取り扱いのしやすい製品が求められ
ている。そのため、医療従事者らにとって利便性の高い目元を保護するための保護具が要
請されている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一形態に係るシールドは、不織布マスクを装着する使用者の目元を保護するシ
ールドであって、シールドの下縁部側に形成され、不織布マスクに重ね合わせられると共
に、不織布マスクに取り付けられる取付部と、シールドの上縁部側に形成され、使用者の
目元を保護可能な目元保護部と、を備え、取付部には、不織布マスクに着脱可能に固定さ
れる連結部が形成されている。
【０００６】
　このような形態によれば、シールドの下縁部側の取付部には、不織布マスクに着脱可能
に固定される連結部が形成されている。これによって、不織布マスクに取付部が重ね合わ
せられると、不織布マスクに連結部が着脱可能に固定されることで、シールドが不織布マ
スクに取り付けられる。このような構成により、シールドは、不織布マスクが使用者に装
着された状態で不織布マスクを顔面から取り外すことなく取り付けられることが可能であ
る。従って、使用者は、目元を保護する必要がある作業を行う時は、既に装着している不
織布マスクにシールドを取り付ければよく、当該作業が終了した後は、不織布マスクを装
着した状態でシールドだけを取り外せばよい。また、シールドは、マスクとは独立した部
材として取り扱うことができる。以上より、目元を保護するためのシールドの取り扱いの
利便性を向上することができる。
【０００７】
　別の形態に係るシールドにおいて、連結部の不織布マスクに対する連結強さが０．０５
Ｎ以上であってよい。
【０００８】
　別の形態に係るシールドにおいて、連結部は、係合用素子を有する機械的係合手段によ
って構成されてよい。
【０００９】
　別の形態に係るシールドにおいて、連結部は、粘着剤によって構成されてよい。
【００１０】
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　別の形態に係るシールドにおいて、粘着剤は、不織布マスクに対する連結強さが１．５
Ｎ以下の特性を有してよい。
【００１１】
　別の形態に係るシールドにおいて、下縁部には、不織布マスクにおいて鼻を覆う部分と
対応する位置に、切欠部が形成されていてよい。
【００１２】
　別の形態に係るシールドにおいて、連結部は、少なくとも不織布マスクの幅方向におけ
る両端部分に対応する位置に形成されてよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の一側面によれば、目元を保護するためのシールドの取り扱いの利便性を向上す
ることができる。
【００１４】
　本発明の一形態に係る目元保護方法は、不織布マスクを装着する使用者の目元を保護す
る目元保護方法であって、不織布マスクに着脱可能に固定される連結部を有するシールド
を、連結部を介して不織布マスクに取り付け、シールドで目元を保護する。
【００１５】
　別の形態に係る目元保護方法において、使用者に装着された状態の不織布マスクに、シ
ールドを取り付け、使用者に装着された状態の不織布マスクから、シールドを取り外して
よい。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係るシールドの使用時の様子を示す斜視図である。
【図２】図２（ａ）は、本発明の実施形態に係るシールドを不織布マスクに取り付ける前
の状態を示す正面図であり、図２（ｂ）は、本発明の実施形態に係るシールドを不織布マ
スクに取り付けた状態を示す正面図である。
【図３】図３（ａ）は、連結部として機械的係合手段を採用した場合の概略断面図であり
、図３（ｂ）は、連結部として粘着剤を採用した場合の概略断面図である。
【図４】図４（ａ）～（ｃ）は、変形例に係るシールドを示す図である。
【図５】図５（ａ）～（ｃ）は、機械的係合手段の例を示す図である。
【図６】図６（ａ）～（ｄ）は、機械的係合手段の例を示す図である。
【図７】図７は実施例に係るシールドの実験結果を示す表である。
【図８】図８は比較例に係るシールドの実験結果を示す表である。
【図９】図９は実施例に係るシールドの実験結果を示す表である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、以下の
説明において、同一又は相当要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する。なお、
以下の説明では、シールド及び不織布マスクを使用者が装着したときの状態を基準として
、「上」「下」の語を用いるものとする。
【００１８】
　図１は、本実施形態に係るシールド１の使用時の様子を示す斜視図である。図２（ａ）
は、本実施形態に係るシールド１を不織布マスク２に取り付ける前の状態を示す正面図で
ある。図２（ｂ）は、本実施形態に係るシールド１を不織布マスクに２取り付けた状態を
示す正面図である。図１及び図２に示すように、シールド１は、使用者の口及び鼻周辺を
覆うための不織布マスク２に着脱可能に取り付けられ、使用者の目周辺を覆うための部材
である。
【００１９】
　不織布マスク２は、矩形状のマスク部材によって形成されており、単一の部材で構成さ
れていてもよく、多層部材で構成されていてもよい。また、鼻橋にかかる縁部２ａに沿っ
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て、可撓性金属インサート（不図示）を備えていてもよい。不織布マスク２の幅方向（長
辺方向）における両端部２ｃ，２ｃには、耳に掛けるためのゴム紐３が取り付けられてい
る。なお、不織布マスク２の取り付け態様は特に限定されず、耳に掛けるタイプでなくと
もよく、頭の後ろで紐を結ぶタイプであってもよい。不織布マスク２の前面２ｄはシール
ド１が取り付けられる面である。不織布マスク２は、少なくとも前面２ｄが不織布によっ
て構成されている。ただし、不織布マスク２を構成するマスク部材の一部には、不織布以
外の部材が含まれていてもよい。
【００２０】
　シールド１は、不織布マスク２を装着する使用者の目元を保護する部材である。シール
ド１は、当該シールド１の下縁部１２側に形成され、不織布マスク２に重ね合わせられる
と共に、不織布マスク２に取り付けられる取付部Ｅ１と、シールド１の上縁部１１側に形
成され、使用者の目元を保護可能な目元保護部Ｅ２と、を備えている。シールド１は、不
織布マスク２の前面２ｄに下縁部１２側の取付部Ｅ１が重ね合わせられると共に、不織布
マスク２が人体に装着された状態で着脱可能に取り付けられる。取付部Ｅ１には、不織布
マスク２に着脱可能に固定される連結部２０が形成されている。シールド１は、透明で可
撓性を有する平面状の部材から形成されている。シールド１の材料としては、ポリエステ
ル、アクリル酸樹脂、ポリカーボネート、ポリスチレン等が用いられる。シールド１が形
成される重合体フィルムは厚さ０．０５ｍｍから０．２５ｍｍ、最も好ましくは厚さ０．
１ｍｍであり、シールド１に所望の可撓性を付与する。「可撓性」という用語は、シール
ド１が形成される材料の弾性率が約４００ＭＰａから７，０００ＭＰａ、好ましくは約１
，２００ＭＰａから５，０００ＭＰａ、最も好ましくは約１，３５０ＭＰａから３，５０
０ＭＰａであることを意味する。
【００２１】
　本実施形態に係るシールド１の形状について説明する。ただし、実施形態に係るシール
ド１の形状や大きさは一例に過ぎず、不織布マスク２に取り付けることが可能であって、
使用者の目元を保護することができる構成であれば、どのような構成であってもよい。図
２に示すように、シールド１は、不織布マスク２と連結される側（すなわち、不織布マス
ク２の使用状態における下側）の縁である下縁部１２と、下縁部１２とは反対側（すなわ
ち、不織布マスク２の使用状態において上側の先端部分）の縁である上縁部１１と、不織
布マスク２の幅方向における縁である両縁部１３，１３と、を有している。上縁部１１は
、取付時における不織布マスク２の縁部２ａから離間した位置で、下縁部１２とは反対側
へ張り出すような円弧を描くように、シールド１の幅方向に沿って広がっている。上縁部
１１の頂点１１ａ（最も不織布マスク２の縁部２ａから離れる点）と下縁部１２との間の
寸法Ｌ１は、特に限定されないが、１００～１５０ｍｍに設定される。シールド１の下縁
部１２には、幅方向に沿って延在する延在部１４が形成されると共に、幅方向の中央位置
にＶ字状の切欠部１６が形成される。すなわち、シールド１の下縁部１２には、不織布マ
スク２において鼻を覆う部分と対応する位置に、切欠部１６が形成されている。切欠部１
６の深さ寸法Ｌ２は、特に限定されないが、１０～２５ｍｍに設定される。また、切欠部
１６の角度αは、特に限定されないが、４５～１３５°に設定される。延在部１４は、中
央位置の切欠部１６を挟んで幅方向の両側に形成される。本実施形態において、延在部１
４は取付時の不織布マスク２の両端部２ｃ，２ｃよりも外側まで延びている。また、両縁
部１３，１３は、上縁部１１側へ向かうに従って広がるように、傾斜して延びている。シ
ールド１は、幅方向における中央位置付近の領域であって使用者の両目に対応する位置に
設けられる基体部１７と、基体部１７の幅方向における両側に設けられる横部１８と、に
区画される。横部１８は、使用時において、使用者の耳側へ延びるように構成されている
。横部１８の幅方向の先端部１８ａ，１８ａ同士の間の寸法Ｌ３、すなわちシールド１の
幅方向の全長は、特に限定されないが、１８０～３５０ｍｍに設定される。このようなシ
ールド１においては、少なくとも上下方向における中央位置より下縁部１２寄りの領域が
取付部Ｅ１として定義される。また、取付部Ｅ１よりも上縁部１１側の領域が目元保護部
Ｅ２として定義される。
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【００２２】
　シールド１の連結部２０について説明する。連結部２０は、不織布マスク２と連結する
ことによって、不織布マスク２にシールド１を取り付けるためのものである。連結部２０
は、不織布マスク２との連結を解除可能であり、当該解除によって不織布マスク２からシ
ールド１を取り外すことを可能とする。また、連結部２０は、不織布マスク２に対する連
結と解除を繰り返し行うことを可能としてもよい。この場合、シールド１は、不織布マス
ク２に対して繰り返しの着脱が可能となる。また、シールド１は、不織布マスク２が人体
に装着された状態で、シールド１を不織布マスク２に着脱可能に取り付けることができる
程度の強度（連結強さ）で連結部２０により、不織布マスク２に固定される。このような
連結強さであるため、シールド１は、使用者に装着された状態の不織布マスク２に、連結
部２０を介して取り付けられることが可能であると共に、使用者に装着された状態の不織
布マスク２から取り外されることが可能な構成となる。連結部２０による連結強さは、使
用者が不織布マスク２を装着した状態でシールド１の連結部２０を不織布マスク２に連結
したときに、シールド１が落下しない程度の強度に設定される。なお、連結強さは、シー
ルド１を不織布マスク２に取り付けた状態で、使用者が作業を行って頭を動かした場合で
あっても、シールド１が落下しない強度に設定されることが好ましい。また、連結強さは
、使用者が不織布マスク２を装着した状態でシールド１を引っ張ることで、過度な力を加
えなくともシールド１を取り外すことが出来る程度の強度に設定される。また、連結強さ
は、シールド１を取り外すときに不織布マスク２に過度なダメージ（例えば、不織布マス
ク２の破れ、綻びや、表面に過度な毛羽立ちが生じること等）を与えることなく取り外す
ことができる程度の強度に設定されてよい。
【００２３】
　連結部２０は、シールド１のうち、取付部Ｅ１に形成されている。また、連結部２０は
、シールド１の裏面（装着時において使用者の目と対向する面）に形成される。連結部２
０は、不織布マスク２に対して連結可能な面状部材を、シールド１の取付部Ｅ１の裏面に
固定することによって構成されている。本実施形態では、連結部２０は、下縁部１２の延
在部１４に沿って延びるように形成されている。連結部２０は、所定の幅を有して帯状に
延びるように構成されている。連結部２０の幅は９０～１１０ｍｍ程度に設定され、連結
部２０の合計の長さは１８０～２２０ｍｍ程度（本実施形態では、切欠部１６によって連
結部２０が二つに分割されているため、それらの合計の長さ）に設定されてよい。本実施
形態では、連結部２０の下側の縁部２０ａがシールド１の下縁部１２の延在部１４と一致
しており、連結部２０の端部２０ｂ，２０ｂがシールド１の縁部１３，１３と一致してい
る。このような構成により、連結部２０は、不織布マスク２の幅方向における両端部分に
対応する位置を含め、不織布マスク２の幅方向の略全域に対応する位置に形成されること
となる。
【００２４】
　シールド１を不織布マスク２に取り付ける時は、不織布マスク２の前面２ｄにシールド
１の取付部Ｅ１を重ね合わせ、不織布マスク２の前面２ｄに連結部２０を押し当てて連結
させる。なお、取付部Ｅ１の大きさ（シールド１を不織布マスク２に重ね合わせる量）、
すなわち連結部２０を不織布マスク２の前面２ｄのどこに（不織布マスク２の縁部２ａか
らどの程度離れた位置に）連結させるかは特に限定されず、使用者の目元をシールド１で
十分に覆うことが出来る範囲であればよい。例えば、シールド１を不織布マスク２に重ね
合わせる領域である取付部Ｅ１の寸法Ｌ４は、１５～５０ｍｍ程度に設定してよい（図２
（ｂ）参照）。ただし、取付部Ｅ１と目元保護部Ｅ２との間の境界線は、製品上、明確に
規定されている必要はない。少なくとも連結部２０の上縁部２０ｃよりも下縁部１２側の
領域が、取付部Ｅ１として機能すればよい。なお、取付部Ｅ１を示す目印（すなわち、ど
の程度シールド１を不織布マスク２に重ね合わせるかの目安を示す目印）が、シールド１
に示されていてもよい。また、使用者の取り付け方によっては、目元保護部Ｅ２の一部が
不織布マスク２に重ね合わせられてもよい。シールド１は、当該シールド１の幅方向の中
心線と不織布マスク２の幅方向の中心線が略一致するように配置されることが好ましい。
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また、切欠部１６は、不織布マスクにおいて鼻を覆う部分と対応する位置に配置されるこ
とが好ましい。
【００２５】
　連結部２０の構成として、不織布マスク２の前面２ｄと連結することが出来る限り、あ
らゆる構成を採用することができる。具体的には、連結部２０の不織布マスク２に対する
連結強さを０．０５Ｎ以上とすることが好ましい。例えば、図３（ａ）に示すように、連
結部２０は、機械的係合手段３０によって構成されてよい。機械的係合手段３０として、
例えば、面ファスナー（メカニカルファスナー）等が挙げられる。機械的係合手段３０は
、複数の係合用素子（フック）３１が基材３２と一体的に成形されており、各係合用素子
３１が基材３２上に直接設けられた構造になっている。機械的係合手段３０の基材３２の
裏面（係合用素子３１が形成される面と反対の面）は、シールド１の裏面１ｂに粘着剤や
接着材等によって固定されている。当該部分の固定強度は、少なくとも連結部２０の不織
布マスク２に対する連結強さよりも高い。なお、連結強さが過剰に高くなることがなく、
取り外しの際の不織布マスク２へのダメージを抑制し、かつ、不織布マスク２に対して着
脱可能に固定するという観点から、機械的係合手段３０は、不織布マスク２に対する連結
強さが０．０５Ｎ以上であるものを採用することが好ましい。一方、連結強さの上限値に
ついては特に限定されず、当業者が不織布に対して通常用いることができる機械的係合手
段３０を一般的に用いることができる。なお、ある態様においては連結強さの上限値を１
．５Ｎ以下としてもよい。
【００２６】
　なお、明細書中における「連結強さ」は次のようにして測定される値である。まず、不
織布マスク２の幅方向とシールド１の幅方向とが平行になるように、不織布マスク２と、
シールド１を重ね合わせる。このとき、少なくとも連結部２０の部分は不織布マスク２に
重ね合される。その後、１ｋｇの質量がある表面が滑らかな円筒形のローラを２往復させ
て、不織布マスク２とシールド１を連結させる。次に、不織布マスク２を治具に固定させ
た状態で、シールド１を引っ張り試験器のクリップで摘まみ、不織布マスク２に対してシ
ールド１が９０度方向に３００ｍｍ／分の速さで持ち上げられるように引き剥がす。この
ときに必要な力が「連結部の不織布マスクに対する連結強さ」として定義される。
【００２７】
　図３（ａ）に示すように、本実施形態の係合用素子３１は、基材３２から延びる柱部３
１ａと、その柱部３１ａの先端に形成された頭部３１ｂとを備えている。係合用素子３１
の形状は特に限定されず、機械的係合手段３０の寸法（長さ、幅）や伸長性の程度に基づ
き適宜設定すればよい。例えば、図５（ａ）に示すように、係合用素子３１は、円柱状の
柱部３１ａと、半球状の頭部３１ｂとを備えていてよい。なお、頭部３１ｂは、図５（ｂ
）に示すように円板上に複数の溝を設けたものであってもよく、図５（ｃ）に示すように
円板状であってもよい。あるいは、図６（ａ）に示すように、係合用素子３１は、角柱状
の柱部３１ａと、矢じり状の頭部３１ｂとを備えていてよい。また、図６（ｂ）に示すよ
うに、係合用素子３１は、斜め上方に延びる柱部３１ａと、柱部３１ａの先端から斜め下
方に屈曲する頭部３１ｂとを備えていてよい。また、図６（ｃ）に示すように、係合用素
子３１は、上方へ延びる柱部３１ａと、当該柱部３１ａの上端から横方向における一方へ
湾曲するように延びる頭部３１ｂとを備え、全体としてＪ字状の形状をなしていてよい。
また、図６（ｄ）に示すように、係合用素子３１は、上方へ延びる柱部３１ａと、当該柱
部３１ａの上端から二股に分かれて横方向における両方へ湾曲するように延びる頭部３１
ｂとを備えていてよい。
【００２８】
　係合用素子３１の高さは０．２５～０．７５ｍｍであってよく、０．３８～０．６８ｍ
ｍであってよい。また、係合用素子３１の密度は９００～２４００本／Ｉｎｃｈ２であっ
てよく、９００～１６００本／Ｉｎｃｈ２であってよい。なお、「係合用素子３１の高さ
」とは、基材３２の表面から係合用素子３１の頭部３１ｂの頂部（最も高い位置）までの
距離を示し、例えば図５（ａ）においてＨで示される寸法である。この範囲であれば、係
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合用素子３１の形状によらず、シールド１の連結部２０として要求される適切な連結強さ
を確保することができる。また、使用者が不織布マスク２を装着した状態でシールド１を
取り付ける際、連結部２０を不織布マスク２に過度に押し付けなくとも、軽く押し当てる
程度で連結させることができる。また、シールド１を不織布マスク２に取り付けた状態で
使用者が頭を振ってもシールドが剥がれない。また、取り外す際は、使用者がシールド１
を片手で引っ張る程度の力で取り外すことができる。また、取り外したときに不織布マス
クに目立つダメージを残さないようにすることができる。上述の数値範囲で得られる連結
強さよりも低い場合、シールド１を不織布マスク２に取り付けた状態を維持することが困
難となる。上述の数値範囲で得られる連結強さよりも高い場合、シールド１を取り外すと
きに不織布マスク２にダメージが残される可能性がある。
【００２９】
　伸張性を有する機械的係合手段３０の材料は、熱可塑性樹脂等であり、例えば、ポリプ
ロピレン樹脂（ＰＰ）とポリエチレン樹脂（ＰＥ）との混合物や、エチレン－酢酸ビニル
コポリマー（ＥＶＡ）樹脂が例として挙げられる。ＰＰとＰＥの混合物を用いる場合には
、ＰＰとＰＥとを約９５：５～３０：７０の重量比で混合してもよい。ＰＰの量がこの上
限を上回ると、ＰＰの特性が支配的になり、係合用素子が硬くなる傾向がある。反対に、
ＰＰの量がその下限を下回ると、係合用素子の係合力が弱くなる。ＰＰは単独重合体また
は共重合体のいずれであってもよい。ＰＥの例としては、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ
）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）などが
挙げられる。
【００３０】
　また、図３（ｂ）に示すように、連結部２０は、粘着剤４０によって構成されてよい。
具体的には、連結部２０は、粘着剤４０の層を備えるテープ４１によって構成されてよい
。テープ４１は、基材４２上に粘着剤４０の層を備える。テープ４１の基材４２の裏面（
粘着剤４０の層と反対の面）は、シールド１の裏面１ｂに固定されている。当該部分の固
定強度は、少なくとも連結部２０と不織布マスク２との連結強さよりも高い。テープ４１
として、例えば両面テープを採用してよい。基材４２の裏面（粘着剤４０の層が形成され
る面と反対の面）は、シールド１の裏面１ｂに粘着剤や接着材等によって固定されている
。当該部分の固定強度は、少なくとも連結部２０の不織布マスク２に対する連結強さより
も高い。粘着剤４０は、不織布マスク２に対する粘着強さ０．０５Ｎ以上の特性を有して
いてよく、０．０５～１．５Ｎの特性を有していてよい。粘着剤４０として、例えば、ア
クリル系粘着剤、合成ゴム系粘着剤、シリコン系粘着剤が採用される。この範囲であれば
、シールド１の連結部２０として要求される適切な連結強さを確保することができる。ま
た、使用者が不織布マスク２を装着した状態でシールド１を取り付ける際、連結部２０を
不織布マスク２に過度に押し付けなくとも、軽く押し当てる程度で連結させることができ
る。また、シールド１を不織布マスク２に取り付けた状態で使用者が頭を振ってもシール
ドが剥がれない。また、取り外す際は、使用者がシールド１を片手で引っ張る程度の力で
取り外すことができる。また、取り外したときに不織布マスクに目立つダメージを残さな
いようにすることができる。上述の数値範囲で得られる連結強さよりも低い場合、シール
ド１を不織布マスク２に取り付けた状態を維持することが困難となる。上述の数値範囲で
得られる連結強さよりも高い場合、シールド１を取り外すときに不織布マスク２にダメー
ジが残される可能性がある。
【００３１】
　次に、本実施形態に係るシールド１の作用・効果について説明する。
【００３２】
　ここで、従来、目元の保護を行うものとして、マスクに溶着等によってシールドが固定
されたシールド付きマスクが知られている。このようなシールド付きマスクは病院等の医
療現場において用いられる。例えば、シールド付きマスクを複数枚重ねたものをパッケー
ジ化したものが、病院内のラック等に設置され、使用者は、目元を保護する作業を行うと
きに、パッケージからシールド付きマスクを取り出して装着する。しかしながら、医療の



(8) JP 5894199 B2 2016.3.23

10

20

30

40

50

現場では、使用者は既に通常タイプのマスクを装着している場合が多く、シールド付きマ
スクを装着するには一度通常タイプのマスクを取り外す必要があった。また、目元の保護
が必要な作業が終了した後は、シールド付きマスク全体を取り外して、再び通常タイプの
マスクを装着する必要があった。また、このようなシールド付きマスクは、通常のマスク
に比して面積が大きく、取り扱いの利便性の点での改善が要請されていた。
【００３３】
　一方、本実施形態に係るシールド１によれば、シールド１の下縁部１２側の取付部Ｅ１
には、不織布マスク２に着脱可能に固定される連結部２０が形成されている。これによっ
て、不織布マスク２の前面２ｄにシールド１の取付部Ｅ１が重ね合わせられると、不織布
マスク２の前面２ｄに連結部２０が着脱可能に固定されることで、シールド１が不織布マ
スク２に取り付けられる。このような構成により、シールド１は、不織布マスク２が使用
者に装着された状態で不織布マスク２を顔面から取り外すことなく取り付けられることが
可能である。従って、使用者は、目元を保護する必要がある作業を行う時は、既に装着し
ている不織布マスク２にシールドを取り付ければよく、当該作業が終了した後は、不織布
マスク２を装着した状態でシールド１だけを取り外せばよい。また、シールド１は、不織
布マスク２とは独立した部材として取り扱うことができる。従って、複数のシールド１を
重ね合わせてパッケージ化した場合、従来のようなシールド付きマスクのパッケージより
コンパクトにすることができる。
【００３４】
　また、本実施形態に係るシールド１は不織布マスク２から独立した部材であるため、例
えば、シールド１を保管しておいて不織布マスク２のみを廃棄することが可能であり、あ
るいは、シールド１のみを廃棄して不織布マスク２を引き続き使用することも可能である
。また、例えば、シールドとマスクをクリップなどで固定するような場合は別部材として
クリップを準備する必要があるが、本実施形態ではシールド１自体に連結部２０が固定さ
れているため、クリップなどの別部材を準備する必要がない。以上より、目元を保護する
ためのシールドの取り扱いの利便性を向上することができる。
【００３５】
　また、本実施形態に係るシールド１において、連結部２０の不織布マスク２に対する連
結強さが０．０５Ｎ以上であってよい。これによって、シールド１が容易に剥がれること
なく、確実にシールド１を不織布マスク２に取り付けることができる。
【００３６】
本実施形態に係るシールド１において、連結部２０は、係合用素子３１を有する機械的係
合手段３０によって構成されてよい。この場合、繰り返し使用しても連結強度が低下し難
いため、不織布マスク２を装着しながらシールド１を繰り返し使用することができる。ま
た、シールド１を簡単に不織布マスク２から取り外すことができるため、ディスポーザブ
ルが容易であり医療従事者にとって、安全な目元保護具を提供できる。そして、粘着剤の
ように剥離紙を用いること無く、シールド１を重ね合わせてパッケージに収めた後、ラッ
クなどに設置できる。そのため、シールド１を使う度に剥離紙を剥がす、捨てるといった
行動が不要となり、より医療従事者らにとってアクセス性の高い目元を保護するための保
護具を提供できる。
【００３７】
　また、本実施形態に係るシールド１において、連結部２０は、粘着剤４０によって構成
されてよい。この場合、シールド１を不織布マスク２から取り外す際に剥離音が極小であ
るという効果が奏される。また、シールド１を簡単に不織布マスク２から取り外すことが
できるため、ディスポーザブルが容易であり医療従事者にとって、安全な目元保護具を提
供できる。
【００３８】
　また、本実施形態に係るシールド１において、粘着剤４０の不織布マスク２に対する連
結強さが１．５Ｎ以下であってもよい。この場合、不織布への過度な起毛の発生を起こす
こと無く、不織布マスク２を装着したまま繰り返し使用できる目元保護具を提供できる。
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【００３９】
　また、本実施形態に係るシールド１において、下縁部１２には、不織布マスク２におい
て鼻を覆う部分と対応する位置に、切欠部１６が形成されている。従って、使用者は、不
織布マスク２を装着した状態でシールド１を取り付けるとき、鼻の位置にシールド１の切
欠部１６を位置合わせして取り付けることができる。以上により、シールド１を取り付け
る際の位置合わせを容易に行うことができる。
【００４０】
　また、本実施形態に係るシールド１において、連結部２０は、少なくとも不織布マスク
２の幅方向における両端部分に対応する位置に形成されている。これによって、例えば不
織布マスク２の幅方向における中央位置のみに連結部２０が形成されている場合に比して
、バランスよくシールド１を不織布マスク２に取り付けることができる。
【００４１】
　また、本実施形態に係る目元保護方法は、不織布マスク２を装着する使用者の目元を保
護する目元保護方法であって、不織布マスク２に着脱可能に固定される連結部２０を有す
るシールド１を、連結部２０を介して不織布マスク２に取り付け、シールド１で目元を保
護する。このような方法を採用することで、上述のシールド１と同様な作用・効果を奏す
ることができる。
【００４２】
　また、本発明に係る目元保護方法において、使用者に装着された状態の不織布マスク２
に、シールド１を取り付け、使用者に装着された状態の不織布マスク２から、シールド１
を取り外す。これによって、使用者は容易に目元を保護することが可能となる。
【００４３】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなない。
【００４４】
　上述の実施形態に係るシールド１の形状・大きさ、連結部２０の形状・大きさは一例に
過ぎず、適宜変更してもよい。例えば、図４（ａ）に示すシールド１００のように、下縁
部１２に切欠部が形成されることなく、下縁部１２全体が真っ直ぐに延びていてもよい。
これに伴って、連結部２０も下縁部１２に沿って真っ直ぐに延びるようにシールド１００
に形成されている。また、図４（ｂ）に示すシールド１１０のように、図２に示す切欠部
１６に比して小さい切欠部１１６を形成してもよい。この切欠部１１６の深さ寸法は、連
結部２０の幅よりも小さい。従って、連結部２０は切欠部１１６の位置で分断されること
なく、連続した一つの部材として構成される。また、図４（ｃ）に示すシールド１００の
ように、図２に示す切欠部１６に比して大きい切欠部１２６を形成してもよい。また、連
結部２０を形成する位置も下縁部１２から離間していてよい。図４（ｃ）に示す例では、
連結部２０は切欠部１２６のＶ字状の谷部に対応する位置に形成されており、下縁部１２
からは上側の位置へ離間している。なお、図２、図４（ａ），（ｂ）等においても、連結
部２０が下縁部１２から離間していてもよい。
【００４５】
　また、シールドは、シールド１，１００，１１０，１２０のように扇形の形状をしてい
なくともよく、矩形、台形、円形、楕円形、長円形等のあらゆる形状であってもよい。ま
た、上述の実施形態において連結部２０は、（切欠部の位置を除き）シールド１の幅方向
の略全域に亘って延びるように形成されているが、部分的に形成されていてもよい。例え
ば、連結部２０は、少なくとも不織布マスク２の幅方向における両端部分に対応する位置
にそれぞれ部分的に形成されていてもよく、中央部付近では連結部２０が形成されていな
くともよい。また、連結部２０は、シールドの幅方向の両側の縁部１３から離間するよう
に形成されていてもよい。また、連結部２０は、所定の幅を有して帯状に延びるように構
成されているが、このような形状に限定されない。例えば、矩形状や円形状に形成された
連結部２０をシールドの所定位置に一カ所又は複数カ所に配置してもよい。
【００４６】
　［実施例］
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　以下、実施例に基づいて本発明の一形態に係るシールドを具体的に説明するが、シール
ドの構成は下記の実施例に限定されるものではない。
【００４７】
　まず、互いに異なる条件に係る連結部を採用したシールドを実施例１～６及び比較例１
～３として準備した。いずれの実施例においても、シールドの形状として図４（ｂ）に示
すものを採用し、連結部の大きさは幅１５ｍｍ、長さ５０ｍｍものを採用した。実施例１
～６及び比較例１～３では、連結部として機械的係合手段が採用されており、ピン密度及
びピン高さが互いに異なっている（詳細な条件は、図７及び図８参照）。また、実施例５
では、シールドに弱粘着両面テープを貼り付けることで連結部とした。また、実施例６で
は、シールドに粘着両面テープを貼り付けることで連結部とした。これらの実施例及び比
較例について、不織布マスクに対する連結強さの測定を行うと共に、使用に関する各種試
験を行った。連結強さの測定は、初めてシールドを不織布マスクに取り付けたときの連結
強さを測定し、着脱を１０回繰り返した後の連結強さを測定した。使用する不織布マスク
は、市場に流通しているものを三種類選別して用いた。また、使用に関する試験として、
シールドを不織布マスクに取り付ける際の取り付けやすさ、シールドを不織布マスクに取
り付けた状態で剥がれないか否か、繰り返し使用したときでもシールドを不織布マスクに
取り付けられるか否か、シールドを不織布マスクから取り外す際の取り外し易さ、シール
ドを取り外した後のマスクの状態について試験を行った。
【００４８】
　図７に示すように、実施例１～４では、いずれの不織布マスクに対しても、また繰り返
し使用した後であっても、連結部の不織布マスクに対する連結強さを０．０５Ｎ以上とで
きることが確認された。最も連結強さが弱い値（実施例４の繰り返し１０回後の不織布マ
スク２に対する連結強さ）の時であっても、０．０５Ｎ以上とすることができた。そして
、実施例１～４においては、いずれの試験項目においても良好な結果が得られた。一方、
図８に示すように、比較例１～３においては、いずれの不織布マスクに対しても、連結部
の不織布マスクに対する連結強さが０．０５Ｎより小さくなることが確認された。また、
比較例１～３においては、シールドを不織布マスクに取り付けることができない点が確認
された。
【００４９】
　図９に示すように、実施例５では、いずれの不織布マスクに対しても、また繰り返し使
用した後であっても、連結部の不織布マスクに対する連結強さを０．０５Ｎ以上とできる
ことが確認された。また、実施例５では、いずれの不織布マスクに対しても、また繰り返
し使用した後であっても、連結部の不織布マスクに対する連結強さを１．５Ｎ以下とでき
ることが確認された。そして、実施例５においては、いずれの試験項目においても良好な
結果が得られた。実施例６では、いずれの不織布マスクに対しても、また繰り返し使用し
た後であっても、連結部の不織布マスクに対する連結強さを０．０５Ｎ以上とできること
が確認された。また、実施例６では、いずれの不織布マスクに対しても、また繰り返し使
用した後であっても、連結部の不織布マスクに対する連結強さが１．５Ｎ以上となること
が確認された。この場合、シールドを不織布マスクから取り外すときに表面不織布に過度
な毛羽立ちを発生させ不織布マスクの表面の毛羽が結合部により持って行かれ不織布マス
クの表面がダメージを受けるものの、その他の試験項目については良好な結果が得られる
ことが確認できた。
【符号の説明】
【００５０】
　１，１００，１１０，１２０…シールド、２…不織布マスク、１１…上縁部、１２…下
縁部、１６，１１６，１２６…切欠部、２０…連結部、３０…機械的係合手段、３１…係
合用素子、４０…粘着剤、Ｅ１…取付部、Ｅ２…目元保護部。
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